
労働組合経費徴収の地方動向
　第60回
　2013年４月11日、広東省総労働組合、広東省地方
税務局および中国人民銀行広州分行（支店）は、粤工
総（2013）63号「広東省労働組合経費徴収管理暫定弁
法」（以下「暫行弁法」という）を発布し、本暫定弁法
は2013年７月１日より施行されました。

　

１．法律解読
　
　（１）「暫定弁法」の効力等級と強制執行力
　主管機関である広東省総労働組合が社会団体法人と
して発布した「暫定弁法」は、単に広東省総労働組合
の政策性文書にすぎません。広東省地方税務局と中国
人民銀行広州分行が発布した文書も地方規範性文書に
すぎず、効力等級が相対的に低いため、強制執行力が
あるか疑いがあります。
　（２）労働組合の結成準備金の適法性と納付強制力
　「労働組合法」第42条は、労働組合経費の発生源と
して、労働組合組織を結成していない企業などが納付
した準備金を含めておらず、「労働組合法」のいかなる
条文も、上級労働組合に準備金を徴収する権限を与え
ていません。
　『広東省「中華人民共和国労働組合法」実施弁法』
（以下、「広東実施弁法」という）第24条および関連す
る労働組合文書は準備金について規定を設けています
が、企業などが労働組合の結成準備組織を設立した日
より準備金を納付するよう規定しているにすぎず、労
働組合を結成する予定のない企業などは、準備金を納
付する法定義務がありません。
　よって、「暫定弁法」が、開業または設立から満６カ
月経ってもなお労働組合を結成していない企業などは、
労働組合結成準備基金を納付する義務があると規定し
たことが議論を呼んでいます。
　（３）労働組合経費の代理徴収について
　「暫定弁法」によると、地方税務機関による代理徴
収を明確に排除する場合を除き、納付単位は必ず地方
税務機関を通じて労働組合経費を納付しなければなり
ません。
　ところが、「国家税務総局による税務機関の代理徴収
項目管理強化に関する通知」（国税発【2005】160号）
によると、税務機関は法律法規が規定した、または認
可権限を与えた行政事業性徴収項目のみ代理徴収でき
ると規定されており、労働組合経費が行政事業性徴収
項目に属するかは、なおも議論があります。
　よって、税務機関が労働組合経費を代理徴収するこ
とには、明確な法的根拠がありません。また、企業が
税務機関を通さず労働組合経費を納付した場合、法的

にどのような結果となるか、「暫定弁法」には明確に規
定されていません。
　

２．実務上のアドバイス
　
　「暫定弁法」は効力において疑問の声があるものの、
企業としては、実務の過程で下記を実施することを提
案します。
　（１）当地の上級労働組合と積極的に連絡を取り、
以下を確認する。
　ａ．準備金の納付は労働組合を結成していない企業
の法定義務か。
　ｂ．法定義務である場合、いつから準備金を納付す
る必要があるか。
　ｃ．必ず税務機関を通じて労働組合経費、準備金を
納付しなければならないか。遵守執行しない場合、ど
のような処罰を受けるか。
　（２）当地の地方税務機関と積極的に連絡を取り、
以下を確認する。
　ａ．上級労働組合に労働組合経費、準備金を直接納
付することができるか。
　ｂ．地方税務機関を通さずに納付した場合、企業は
どのような処罰を受ける可能性があるか。
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